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第２章 職業訓練基準の位置づけと見直し 

 

第１節 職業訓練をめぐる情勢（第８次職業能力開発基本計画から） 

 

近年の激しい社会変化を背景に、厚生労働省は平成１８年７月、「第８次能力開発基本

計画」（平成１９年度～平成２３年度）を発表した。 

以下に、若者育成に関連する部分の抜粋を掲げる。 

（表２－１）「第８次能力開発基本計画」における若者育成関連部分（抜粋） 

 

（前文）働く者を育てる環境の再構築―職業キャリアの持続的発展のために 

・職業キャリア形成支援政策の展開 

・「現場力」の強化、将来中核を担う若者の現場への入職確保、育成する仕組みを抜本的に再構築 

第１部 総説 

１．計画のねらい 

   ・職業キャリアの円滑な形成、企業現場や社会における教育力の再構築等 

第３部 職業能力開発政策の実施目標 

３．労働力需給の動向に応じた職業能力開発の促進 

   ・公共部門が主体となった職業訓練等の取組の重要性 

・民間教育訓練機関の積極的効果的な活用、企業の教育訓練ニーズの把握、中小事業主への能力開発

ノウハウ、施設・設備等の面での支援 

・キャリア・コンサルティング、成長分野へ向けて職業能力開発を実施 

４．働く者を育てる環境の再構築 

・企業における「現場力」強化に向けた仕組みの再構築 

・「現場力」の低下、現場に入職する若者の不足、企業内訓練校等の若者育成システムの縮小 

第４部 職業能力開発の基本施策 

１．労働市場のインフラの拡充 

・多様な職業訓練、教育訓練の機会の確保、様々な教育訓練サービスの組み合わせ 

・事業主団体や公益法人、長期の職業能力開発に係る大学・専修学校等の活用 

・公共能力開発の充実、企業ニーズの変化を踏まえた訓練コースの設定、中小企業等への能力開発支

援、求職者自身のニーズを踏まえた選択可能な公共訓練の充実 

・「実践型人材養成システム」の普及・定着 

・職業能力評価に係るインフラの充実、統一的基準としての「職業能力評価基準」の活用、企業・業

界団体のニーズを踏まえた技能検定職種の見直し、技能検定制度の普及促進 

２．働く者の職業生涯を通じた持続的な職業キャリア形成への支援 

・職業キャリア段階に応じた支援の充実、職業キャリア準備期にある若者への職業キャリア教育の充

実、職業と触れ合う機会づくり、インターンシップや職業ガイダンス 

・第三の選択肢としての「実践型人材養成システム」、「日本版デュアルシステム」等の実施 

３．雇用失業情勢や産業分野の動向に応じた職業能力開発の促進 

・産業動向等に対応した能力開発、産業分野ごとの企業の人材ニーズ変化を踏まえたコースの設定 

・公共能力開発施設におけるものづくり現場を担う人材の育成支援、複数工程に対応できる技術・技

能の養成、基礎的技術・技能等の鍛錬、実践的な職業能力や訓練内容の高度化・複合化 

４．「現場力」の強化と技能の継承・振興 

・「現場力」強化に向けた能力開発、公共におけるオーダーメイド訓練の実施、事業主への支援、大

企業では認定短大、中小企業では認定訓練校を中心として、必要に応じて制度を見直し普及を図る

・技能の継承・発展のための施策、引き継ぐべき技術・技能の明確化、若年層の現場への誘導と育成、

「非正社員」の多能工化等 

７．職業能力開発施策の推進体制の整備 

・公共部門と民間部門との役割分担と連携、国家的見地からのものづくり人材等の職業訓練の実施、

公共は訓練コースの開発普及とともに、民間の訓練コーディネート等を通じた訓練機会の確保 

・国と地方公共団体との役割分担と連携 

・関連諸施策との連携、若者の職業キャリア形成支援に係る教育施策や産業施策との連携、大学・大

学院等の高度実践的教育の活用に向けた教育施策との連携 
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 上記施策は多様な観点に触れているが、特に若者育成に重要な視点として、以下のよう

な点を挙げている。このような視点を組み込みながら、今後いかに有効な職業訓練を展開

するかが問われる時代にあると言えよう。 

（１）労働市場のインフラの拡充 

   ・多様な職業訓練、教育訓練機会の確保、様々な教育訓練サービスの組み合わせ 

・公共訓練の充実と企業ニーズの変化を踏まえたコースの設定 

   ・統一的基準としての「職業能力評価基準」の活用 

・技能検定制度の普及促進と企業・団体等のニーズを踏まえた検定職種の見直し 

（２）若者のキャリア形成支援政策の展開 

   ・職業と触れ合う機会づくり 

・インターンシップや職業ガイダンス 

・学校と企業の連携による「実践型人材養成システム」や「日本版デュアルシステ

ム」等の普及 

（３）「現場力」の強化 

・将来中核を担う若者の現場への入職確保 

・育成の仕組みを抜本的に再構築 

・認定短大や認定訓練校の普及と必要に応じた制度の見直し 

（４）雇用情勢や産業分野動向に応じた能力開発の促進 

・産業分野ごとの企業の人材ニーズ変化を踏まえたコースの設定 

・複数工程に対応できる技術・技能 

・基礎的技術・技能等の鍛錬 

・実践的な職業能力や訓練内容の高度化・複合化 

（５）関連部門や関連施策との連携 

・公共部門と民間部門、国と地方公共団体の役割分担と連携 

・若者のキャリア形成支援に係る教育施策や産業施策との連携 

 

第２節 職業訓練基準の位置づけ 

 

 職業訓練基準については、以下のような位置づけがなされている。 

職業訓練の基準は、職業能力開発促進法第１９条により定められている。 

 同法では「訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に

関し厚生労働省令で定める基準に従い」職業訓練を行うものと規定しており、職業訓練の

基準として定めるべき事項及び各内容のいずれもが厚生労働省令に委ねられている。また

職業訓練の基準では、教科、訓練時間等の具体的な内容については必要なもののみを定め、

地域ニーズ等を勘案した弾力的な職業訓練が展開できるようにしている。 
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 表２－２に、公共職業訓練の種類と内容を記す。 

（表２－２）公共職業訓練の種類と概要 

職業訓練

の種類 
訓練課程 訓練の概要 訓練期間及び総訓練時間 

普通課程 

中学校卒業者又は高等学校卒業者

等に対して、将来多様な技能・知

識を有する労働者となるために必

要な基礎的な技能・知識を習得さ

せるための長期間の課程 

高 等 学 校 卒 業 者 等 １ 年 総 訓 練 時 間

1,400 時間以上 

中学校卒業者等２年総訓練時間 2,800

時間以上 

１年につき概ね 1,400 時間 
普通職

業訓練 

短期課程 

在職労働者、離転職者等に対して、

職業に必要な技能（高度の技能を

除く）・知識を習得させるための短

期間の課程 

６月（訓練の対象となる技能等によつ

ては１年）以下 

総訓練時間 12 時間以上（管理監督者

コースにあっては、10 時間以上） 

専門課程 

高等学校卒業者等に対して、将来

職業に必要な高度の技能・知識を

有する労働者となるために必要な

基礎的な技能・知識を習得させる

ための長期間の課程 

高等学校卒業者等２年 

総訓練時間 2,800 時間以上 

１年につき概ね 1,400 時間 

応用課程 

専門課程修了者に対して、将来職

業に必要な高度で専門的かつ応用

的な技能・知識を有する労働者と

なるために必要な技能・知識を習

得させるための長期間の課程 

専門課程修了者等２年 

総訓練時間 2,800 時間以上 

１年につき概ね 1,400 時間 

専門短期 

課程 

在職労働者等に対して、職業に必

要な高度の技能・知識を習得させ

るための短期間の課程 

６月（訓練の対象となる技能等によっ

ては１年）以下 

総訓練時間 12 時間以上 

高度職

業訓練 

応用短期 

課程 

在職労働者等に対して、職業に必

要な高度で専門的かつ応用的な技

能・知識を習得させるための短期

間の課程 

１年以下 

総訓練時間 60 時間以上 

上記のうち、普通職業訓練・普通課程の職業訓練基準では、年間 1,400 時間の訓練時間

のうち、800 時間～1,000 時間程度を基準で規定し各訓練科の方向付けを行うとともに、残

る 400 時間～600 時間については、各訓練施設において地域ニーズ等を勘案した適切な教

科を設定出来ることとしている。 
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第３節 研究会における訓練基準の見直しの範囲 

 

 厚生労働省において、前述の第８次能力開発基本計画など重要事項については、厚生労

働省設置法第９条の規定により、「労働政策審議会」による審議が必要であると定められて

いる。 

 併せて、職業訓練基準の見直しについても、労働政策審議会で審議することとしており、

これらの作業に当たり厚生労働省職業能力開発局の下に「専門調査員会」を設置する仕組

みとなっている。 

 

（図２－１）職業訓練基準の改正プロセスと本研究の位置づけ 

 

 

上記の流れの中で、網目のある「見直し基礎研究会」が当研究会の位置づけである。 

 

基準改正について

検討 

改正省令 

原案作成 

改正省令案作成 

 

改正省令案 

の審査 

官報掲載 

訓練科の新設等の要望、必要性を勘案して職業分野ご

とに訓練基準を見直す計画を検討、策定する。 

見直し 

基礎研究会 
(研究センター) 

職業能力開発 

専門調査員会 

法令審査 

パブリックコメント 

労働政策審議会 

（職業能力開発分科会）

上記計画に基づいて、調査、検討を行う。

上記研究会報告を踏まえ作成した

原案の適否について調査検討し、

改正省令案を作成する。 

改正省令案について省内の審査を受ける。

改正省令案について広く国民から

意見募集を行う。 

諮問 

答申 

 

 

施行日より改正省令の施行 
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 当研究会の具体的な見直し作業は、以下のような項目である。 

（表２－３）基準見直しに係る基礎研究会の主な検討作業 

１ 情報・通信、サービス、食品分野における産業・技術動向、人材ニーズの明確化 

  ・各種調査報告書等からの情報収集 

  ・研究会委員からの意見 

  ・職業能力開発施設におけるニーズ調査結果 

２ 対象訓練科の見直し 

  ・当該分野に設置されている訓練科のうち普通職業訓練・普通課程を対象に、公共及

び認定訓練として設置･運営が見込まれる訓練科を次のいずれかに分類する。 

   １）内容の見直しを検討する訓練科 

   ２）新たに設定する訓練科 

   ３）設置科が無いため、当研究会では現行のままとする訓練科 

３ 訓練カリキュラムの作成 

 ・設置科数の多い訓練科や影響度の高い訓練科など、喫緊性の高い訓練科を優先する。

１）内容の見直しを検討する訓練科 

     現行の教科の細目をもとに加除修正を行う。また必要に応じて、新たに追加す

る教科名とその細目を検討する。 

   ２）新たに設定する訓練科 

    ① 現行の訓練科を複合化する場合は、当該訓練科において習得すべき技能及び

知識の範囲に相当する教科、訓練時間を設定し、現行の教科の細目をもとに

編成し、加除修正を行う。 

    ② 現行に無い新たな訓練科は、当該訓練科において習得すべき技能及び知識の

範囲に相当する教科、訓練時間を設定し、現行の教科の細目をもとに編成す

る。 

４ 訓練基準の見直し提案の作成 

  ・「教科の細目」、「設備の細目」についての基準案の作成。 

５ 上記１～４に関する報告書の作成 
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